
  
 

1/8 

2024 年 6 月 27 日 一部改正 
2024 年 1 月 30 日 技術委員会 審議 
2024 年 5 月 31 日 国土交通大臣 認可 

 

クランク軸の疲労試験 

改正対象 
鋼船規則 D 編及び K 編 
鋼船規則検査要領 D 編 
船用材料・機器等の承認及び認定要領 

改正理由 
IACS 統一規則 M53 には，往復動内燃機関のクランク軸の設計に関して規定されて

おり，本会も当該要件を既に本会規則に取入れている。 
 
この程，IACS は，当該統一規則に規定されるクランクピン及びジャーナルすみ肉

部に対する疲労強度評価について，実寸法のクランクスローの疲労試験から求めた

疲労強度を用いた判定式を見直し，当該判定式に修正を加えたものを IACS 統一規

則 M53(Rev.5)として 2023 年 5 月に採択した。 
なお，本判定式の修正は付加曲げ応力を考慮したものである一方で付加曲げ応力は

疲労強度に比べて小さいため，IACS としてクランクピン及びジャーナルすみ肉部

寸法の判定にほとんど影響しないことを確認している。 
 
今般，IACS 統一規則 M53(Rev.5)に基づき，関連規定を改める。 
 
また，クランク軸に関する鋼船規則 D 編 2 章とその他関連規定について，参照先

の見直し等を行う。 

改正内容 
主な改正内容は次の通り 
(1) 鋼船規則 D 編附属書 2.3.1 付録 2 に規定される疲労強度評価におけるクラン

ク軸寸法の判定式を改める。 
(2) 鋼船規則 D 編，K 編及び関連検査要領並びに船用材料・機器等の承認及び認

定要領のうち，一体形クランク軸及び半組立形クランク軸に関する規定につ

いて，参照先等を改める。 

施行及び適用 
(1) 鋼船規則 D 編附属書 2.3.1 付録 2 4.1.3 

2024 年 7 月 1 日以降に承認申込みのあったクランク軸に適用 
(2) (1)以外の改正 

2024 年 7 月 1 日から施行 
 
 

ID: DD23-22 
規則の節･条タイトルの末尾に付けられた

アスタリスク (*) は，その規則に対応する

要領があることを示しております。 
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鋼船規則D 編 機関 

2 章 往復動内燃機関 

2.3 クランク軸 

2.3.3 軸継手及び継手ボルト* 
-1. クランク軸相互，クランク軸とスラスト軸間及び2.2.4

に掲げる軸の継手ボルトの軸継手連結面における径は，次の

算式による値よりも小としてはならない。 

𝑑 ൌ 0.75ඨ
ሺ0.95𝑑ሻଷ

𝑛𝐷 ൬
440
𝑇

൰ 

𝑑 : ボルトの径（mm） 
𝑛 : ボルトの数 
𝐷 : ピッチ円の径（mm） 
𝑑 : クランク軸の所要径（mm）であって，本会の適

当と認める値。 
𝑇 : ボルトの材料の規格最低引張り強さ（N/mm2）。

ただし，1000 N/mm2を超える場合には，本会の適

当と認める値とする。 
 

 
附  則 

 
1. この規則は，2024年7月1日から施行する。 

 

鋼船規則D 編 機関 

2 章 往復動内燃機関 

2.3 クランク軸 

2.3.3 軸継手及び継手ボルト* 
-1. クランク軸相互，クランク軸とスラスト軸間及び2.2.4

に掲げる軸の継手ボルトの軸継手連結面における径は，次の

算式による値よりも小としてはならない。 

𝑑 ൌ 0.75ඨ
ሺ0.95𝑑ሻଷ

𝑛𝐷 ൬
440
𝑇

൰ 

𝑑 : ボルトの径（mm） 
𝑛 : ボルトの数 
𝐷 : ピッチ円の径（mm） 
𝑑 : 2.3.1-1.の算式中の𝐾，𝐾௦及び𝐾に1.0を代入し

て算出されたクランク軸の所要径（mm） 
𝑇 : ボルトの材料の規格最低引張り強さ（N/mm2）。

ただし，1000 N/mm2を超える場合には，本会の適

当と認める値とする。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ここで参照している鋼船

規則 D 編 2.3.1-1.の算式

の 2022 年 6 月 30 日付示

達の改正（クランク軸）に

合わせ，当該箇所の規定

を改める。 



  

「クランク軸の疲労試験」 新旧対照表 
新 旧 備考 

 

3/8 

附属書 2.3.1 クランク軸応力の計算方法 

付録 2 疲労試験の評価指針 

4.1 実寸法試験 

4.1.3 結果の利用とクランク軸の判定 
-1. クランク軸の判定計算（附属書2.3.1の1.8参照）にお

いて，試験から得られた曲げ及びねじり疲労強度を組合せる

ため，次の通りゴフ・ポラード手法及び最大主応力の式を適

用することができる。 
(1) クランクピンすみ肉部の場合，次式により求められ

る。 

𝑄 ൌ ቌඨ൬
𝜎ு  𝜎ௗௗ
𝜎ௐ்

൰
ଶ
 ൬

𝜏ு
𝜏ௐ்

൰
ଶ
ቍ

ିଵ

 

σୈେ：曲げ試験による疲労強度 
τୈେ：ねじり試験による疲労強度 
その他のパラメータは附属書 2.3.1の1.3.1-3.，1.3.2-2.

及び1.5を参照のこと。 
 

(2) クランクピン油穴の場合，次式により求められる。 

𝑄 ൌ
𝜎ௐை்

𝜎
;  𝜎 ൌ

1
3𝜎ை ∙ 1  2ඨ1 

9
4 ൬
𝜎்ை
𝜎ை

൰
ଶ
 

附属書 2.3.1 クランク軸応力の計算方法 

付録 2 疲労試験の評価指針 

4.1 実寸法試験 

4.1.3 結果の利用とクランク軸の判定 
-1. クランク軸の判定計算（附属書 2.3.1の1.8参照）にお

いて，試験から得られた曲げ及びねじり疲労強度を組合せる

ため，次の通りゴフ・ポラード手法及び最大主応力の式を適

用することができる。 
(1) クランクピンの直径の場合，次式により求められる。 

 

𝑄 ൌ ቌඨ൬
𝜎ு
𝜎ௐ்

൰
ଶ
 ൬

𝜏ு
𝜏ௐ்

൰
ଶ
ቍ

ିଵ

 

σୈେ：曲げ試験による疲労強度 
τୈେ：ねじり試験による疲労強度 
（新規） 

 

 
(2) クランクピン油穴の場合，次式により求められる。 

𝑄 ൌ
𝜎ௐை்

𝜎
;  𝜎 ൌ

1
3𝜎ை ∙ 1  2ඨ1 

9
4 ൬
𝜎்ை
𝜎ை

൰
ଶ
 

 
 
 
 
 
 
UR M53(Rev.5) Appendix 
IV 4.3の改正を取入れ

る。 
 
本判定式の修正は付加曲

げ応力を考慮したもので

ある一方で付加曲げ応力

は疲労強度に比べて小さ

いため，IACSとしてクラ

ンクピンすみ肉部寸法の

判定にほとんど影響しな

いことを確認している。 
 
NK は D 編附属書 2.3.1 
1.7.1-1.に規定されるクラ

ンク軸の許容疲労強度

（σDW）をもとにクランク

ピンすみ肉部の疲労強度

を承認しており，D 編附

属書2.3.1付録2による実

寸法のクランクスローを

用いた疲労強度評価の実

績はない。 
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：ねじり試験における最大主応力による疲労強

度 
(3) ジャーナルすみ肉部の場合，次式により求められる。 

  𝑄 ൌ ቌඨቆ
𝜎ீ  𝜎ௗௗ
𝜎ௐ்

ቇ
ଶ

 ቆ
𝜏ீ

𝜏ௐ்
ቇ
ଶ

ቍ

ିଵ

 

：曲げ試験による疲労強度 
：ねじり試験による疲労強度 

その他のパラメータは附属書2.3.1の1.3.1-3.，1.3.2-2.
及び1.5を参照のこと。 

 
-2. 表面処理による疲労強度の増加が上記と類似してい

るとみなされる場合は，表面処理を考慮していない場合の算

式に従い，最も重要な場所のみを試験することで十分である。 
 

 
 
 

附  則 
 

1. この規則は，2024年7月1日（以下，「施行日」と

いう。）から施行する。 
2. 施行日前に承認の申込みがあったクランク軸にあ

っては，この規則による規定にかかわらず，なお従

前の例による。 

：ねじり試験における最大主応力による疲労強

度 
(3) ジャーナル直径の場合，次式により求められる。 

𝑄 ൌ ቌඨ൬ ఙಳಸ
ఙವೈ

൰
ଶ
 ൬ ఛಸ

ఛವೈ
൰
ଶ
ቍ

ିଵ

  

：曲げ試験による疲労強度 
：ねじり試験による疲労強度 

（新規） 
 

 
-2. 表面処理による疲労強度の増加が上記と類似してい

るとみなされる場合は，表面処理を考慮していない場合の算

式に従い，最も重要な場所のみを試験することで十分である。 
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鋼船規則K 編 材料 

5 章 鋳造品 

5.1 鋳鋼品 

5.1.13 クランクスローに対する特別規定* 
-2. クランクスローの寸法を，D編2.3.1-4.の規定によって

軽減するために表面処理を施す製造方法を採用する場合に

は，あらかじめ本会の指定する試験を受けなければならない。 
 

6 章 鍛鋼品 

6.1 鍛鋼品 

6.1.13 クランク軸に対する特別規定* 
-3. クランク軸の寸法を，D編2.3.1-4.の規定によって軽減

するために特殊な鍛造方法又は表面処理を施す製造方法を採

用しようとする場合には，あらかじめ本会の指定する試験を

受けなければならない。 
 

 
附  則 

 
1. この規則は，2024年7月1日から施行する。 

 

鋼船規則K 編 材料 

5 章 鋳造品 

5.1 鋳鋼品 

5.1.13 クランクスローに対する特別規定* 
-2. クランクスローの寸法を，D編2.3.1-1.の規定によって

軽減するために表面処理を施す製造方法を採用する場合に

は，あらかじめ本会の指定する試験を受けなければならない。 
 

6 章 鍛鋼品 

6.1 鍛鋼品 

6.1.13 クランク軸に対する特別規定* 
-3. クランク軸の寸法を，D編2.3.1-1.の規定によって軽減

するために特殊な鍛造方法又は表面処理を施す製造方法を採

用しようとする場合には，あらかじめ本会の指定する試験を

受けなければならない。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022 年 6 月 30 日付示達

の改正に合わせ，参照先

を改める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022 年 6 月 30 日付示達

の改正に合わせ，参照先

を改める。 
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鋼船規則検査要領D 編 機関 

D2 往復動内燃機関 

D2.3 クランク軸 

D2.3.3 軸継手及び継手ボルト 
-1. 規則 D 編 2.3.3-1.にいう「本会の適当と認める値」と

は，D2.3.1-2.の算式中の Km，Ks及び Kh に 1.0 を代入して算

出された値である。 
-2. 規則 D 編 2.3.3-2.にいう「十分な強度を有するもの」

は，次の(1)又は(2)による。 
（(1)及び(2)は省略） 

 
 
 

鋼船規則検査要領D 編 機関 

D2 往復動内燃機関 

D2.3 クランク軸 

D2.3.3 軸継手及び継手ボルト 
（新規） 
 

 
規則D編2.3.3-2.にいう「十分な強度を有するもの」は，次

の(1)又は(2)による。 
（(1)及び(2)は省略） 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ここで参照している鋼船

規則 D 編 2.3.1-1.の算式

は 2022 年 6 月 30 日付示

達の改正（クランク軸）に

合わせて，当該箇所の規

定を改める。 
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船用材料・機器等の承認及び認定要領 

第 1 編 金属材料 

4 章 特別規定が適用されるクランク軸の製造方法の

承認 

4.1 一般 

4.1.1 適用 
-1. 本章の規定は，鋼船規則D編2.3.1-4.及びK編5.1.13-

2.及び6.1.13-3.の規定に基づき，クランク軸の寸法を軽減する

ために次の(1)又は(2)に掲げる製造方法を採用する場合の承

認に関する試験，検査等に適用する。 
（(1)及び(2)は省略） 

 
4.3 承認試験 

4.3.1 一般 
4.1.1-1.(1)又は(2)に掲げる製造方法を採用する場合には，3.4

に従って承認試験を行う。この場合，3.4.3の適用にあたり，

次によること。 
（(1)は省略） 
(2) 表面処理を施すクランク軸の承認試験 
（(a)は省略） 

船用材料・機器等の承認及び認定要領 

第 1 編 金属材料 

4 章 特別規定が適用されるクランク軸の製造方法の

承認 

4.1 一般 

4.1.1 適用 
-1. 本章の規定は，鋼船規則D編2.3.1-1.及びK編5.1.13-

2.及び6.1.13-3.の規定に基づき，クランク軸の寸法を軽減する

ために次の(1)又は(2)に掲げる製造方法を採用する場合の承

認に関する試験，検査等に適用する。 
（(1)及び(2)は省略） 

 
4.3 承認試験 

4.3.1 一般 
4.1.1-1.(1)又は(2)に掲げる製造方法を採用する場合には，3.4

に従って承認試験を行う。この場合，3.4.3の適用にあたり，

次によること。 
（(1)は省略） 
(2) 表面処理を施すクランク軸の承認試験 
（(a)は省略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022 年 6 月 30 日付示達

の改正に合わせ，参照先

を改める。 
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(b) 試験 
3.4.3(3)に規定する試験に代えて，試験材につい

て次に掲げる試験を行う。 
（(i)から(iii)は省略） 

iv) 実体疲労試験（表面処理を行ったものと行わ

ないものとについて疲労試験を行うのを原

則とする。この場合，鋼船規則検査要領D編

D2.3.1-2.の強度向上率 を確認することがで

きる数の実体曲げ疲労試験及び実体又は実

体に近い試験片によるねじり疲労試験を行

うものとする。） 
（(v)及び(vi)は省略） 

 

 
 

附  則 
 

1. この達は，2024年7月1日から施行する。 
 

(b) 試験 
3.4.3(3)に規定する試験に代えて，試験材につい

て次に掲げる試験を行う。 
（(i)から(iii)は省略） 

iv) 実体疲労試験（表面処理を行ったものと行わ

ないものとについて疲労試験を行うのを原

則とする。この場合，鋼船規則D 編 2.3.1-1.

の強度向上率 を確認することができる数

の実体曲げ疲労試験及び実体又は実体に近

い試験片によるねじり疲労試験を行うもの

とする。） 
（(v)及び(vi)は省略） 

 
 
 
 
ここで参照している鋼船

規則 D 編 2.3.1-1.の算式

は 2022 年 6 月 30 日付示

達の改正（クランク軸）に

合わせて，参照先を改め

る。 

 


